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広東省人民政府知識産権弁公会議弁公室 

2016 年広東省知的財産戦略綱要の実施に当たって

の業務要点の発行に関する通知 
 

 

各地級市以上の市人民政府、各県（市、区）の人民政府、省政府知識産権事務

会議の構成組織 御中 

省人民政府の同意を経て、「2016年広東省知的財産戦略綱要の実施に当たっ

ての業務要点」を発行する。各位入念に実行されたい。実行において問題があ

る場合は、省知識産権局に直接報告されたい。 

 

広東省人民政府知識産権弁公会議弁公室 

2016年 9月 1日 
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2016 年広東省知的財産戦略綱要の実施にあたって

の業務要点 
 

「国務院の体制仕組み改革の徹底によるイノベーション主導型発展戦略実

施加速に関する中国共産党中央委員会の若干の意見」（中発（2015)8号）、「新

情勢下における知的財産強国建設の加速に関する国務院の若干の意見」（国発

（2015)71 号）、「広東省のイノベーション主導型発展戦略実施に係る 2016 年

業務要点の発行に関する中国共産党広東省委員会員会弁公庁・広東省人民政府

弁公庁の通知」（粤委弁（2016)22 号）、「広東省の先導型知的財産強省モデル

省設置実施案の発行に関する広東省人民政府の通知」（粵府（2016)56 号）等

の趣旨を徹底して実行し、知的財産戦略とイノベーション主導型発展戦略を徹

底して実施し、知的財産強省建設を加速するため、本業務要点を制定する。 

一. 指導思想 

第 18回全国代表大会及び第 18期中央委員会第 3回、第 4回、第 5回全体会

議の趣旨全面的に徹底して実施し、省委員会、省政府の重大意思決定計画に従

い、イノベーション主導型発展戦略を主軸とし、体制・仕組み改革とイノベー

ションを原動力とし、知的財産の運用と保護の強化に重点を置き、産業、サー

ビス企業に焦点を当て、大衆創業、万衆刷新（大衆による起業、万人によるイ

ノベーション――訳注）が国際基準に連動した知的財産の法治環境、文化環境

を醸成して支え、社会全体のイノベーションに対する活力と潜在的な創造力を

引き出し、知的財産強国建設の先導省づくりを目指し、「3 つの位置づけ、2

つの率先」（「広東省を中国の特色ある社会主義の先駆地、改革開放徹底の先駆

地、科学的発展検討の試験区とし、率先してややゆとりある社会の全面的な構

築に取り組み、率先して社会主義現代化の基本的な実現に向けて努力する」と

いう習近平総書記が 2012 年末の広東省視察時に掲げた希望――訳注）の目標

達成に向けて然るべき貢献を果たす。 

二. 業務の原則 

—— 改革・イノベーションの堅持。知的財産の体制・仕組み改革の推進を堅



持し、知的財産の運用、保護、管理の仕組みを整え、知的財産サービス業を発

展させ、イノベーション奨励における知的財産制度の基幹的な役割を存分に発

揮する。 

—— 需要主導の堅持。中国の経済、社会の発展の需要をしっかりと捉え、全

省の知的財産資源を統一的に手配し、イノベーション成果の実用化を促進し、

企業の質と効率を高め、産業構造の転換・高度化を推進する。 

—— 全面的な発展の堅持。新情勢下における知的財産発展の戦略的ニーズを

正しく把握し、知的財産事業の包括的かつ協調的な発展大いに促進し、重点分

野を強調し、分類別指導を強化し、優位資源を集中させ、重点における進展を

実現する。 

—— 開放的な協力の堅持。全省の各地、各関連部門・各司がそれぞれの職務

を遂行し、密接に協力し、グローバルオープンイノベーションによる協働を強

化し、知的財産戦略の実施を、力を合わせて推進し、広東省の知的財産をめぐ

る対外交流・協力の水準を高める。 

三. 主要な任務と筆頭部門 

（一)知的財産の科学的発展を画策する。 

1.「新情勢下における知的財産強国建設の加速に関する国務院の若干の意見」

及び「広東省知的財産戦略の徹底実施、イノベーション主導型発展の推進

に関する行動計画」の実施を徹底し、先導型知的財産強省モデル省の建設

業務を積極的に推進する。（省知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機関

が協力する） 

2. 全省の知的財産戦略綱要の年度業務要点を制定、実施し、戦略的実施目標

制度及び報告制度を構築する。（省知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・

機関が協力する） 

3.「国家知的財産戦略の徹底実施に関する行動計画（2014～2020年)」の実施

を徹底し、2016年専利戦略推進計画の実施及び 2017年戦略推進トップダウ

ン設計の研究を適正に実施し、プロジェクト、経費、人材等の資源配分を

誘導する。（各級知的財産関連職能部門が担当する） 

4. 2016年「珠江デルタ構想綱要」において専利指標目標値を合理的に設定し、



通年の監視業務を適正に行う。（省知識産権局が担当する） 

5. 広東知的財産事業発展「第 13次 5か年計画」（2016～2020年）構想を作成、

実施し、業務目標、業務任務及び業務措置を合理的に設置する。（省知識産

権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

6. 「知的財産サービスイノベーション主導型発展に関する広東省人民政府弁

公庁の若干の意見」（粤府弁〔2016〕49号）を徹底して実施し、知的財産サ

ービスイノベーション主導型発展の機能と役割をより存分に発揮する。（省

知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

7. 省部（中央政府と地方政府――訳注）間提携を強化し、第 3 回省部間協議

協力プロジェクトを真摯に実施する。（省知識産権局が担当する） 

8. 「広東省専利条例」の改正に向けた事前調査、考察、改正案の意見募集等

の業務を適正に行う。（省知識産権局が担当する） 

9. 中新広州知識城（広州ナレッジシティ）知的財産の運用・保護総合改革試

験区の設置を推進する。知的財産をめぐる行政法執行及び管理体制を最適

化し、多層的な知的財産権保護援助システムを構築し、ワンストップ知的

財産総合政務サービスセンターの設立を検討し、知的財産主導のイノベー

ション主導型評価システムを構築する。多様な知的財産金融サービス市場

を育成する。知的財産をめぐる国際交流・協力の仕組みを刷新し、知識城

知的財産国際シンクタンクを開設する。（省知識産権局が先頭に立ち、各関

連組織・機関が協力する） 

10. 中国（広東）自由貿易試験区における知的財産業務を推進する。自由貿易

試験区の知的財産関連政策・法令を整備し、知的財産をめぐる行政管理と

法執行体系をより一層改善する。自由貿易試験区専利出願サービスを変革

し、自由貿易試験区の重点産業の知的財産に関する紛争の迅速な処理の仕

組みを構築する。全国の知的財産運営公共サービスに関する横琴（エリア）

特色モデルプラットフォームの整備を推進し、広州市の南沙ブロック、深

セン市の前海蛇口ブロックにおける知的財産運営センターの設立を検討す

る。（省知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

（二）知的財産権保護を強化する。 



11. 各種知的財産権侵害及び摸倣・粗悪品の製販による違法・犯罪行為の厳格

な摘発を継続し、際立った偽物の製造・販売に係る犯罪に、チェーン全体

の、正確な摘発を実施し、重点分野、重点地域において力を結集して権利

侵害、偽物の製造・販売に係る大規模な事件の解決に取り組む。（省公安庁

が担当する） 

12. 農作物の種子、肥料、農薬、動物用医薬品、飼料、飼料添加物等の重点農

産品の偽物取締活動のさらなる推進を図り、全力を挙げて重点地域、重点

段階、重点製品の特別取締キャンペーンを実施し、各種農業資本の権利侵

害品、摸倣・粗悪品の製造販売行為を厳格に摘発し、農業資本の品質と農

産品の品質、安全を保障する。（省農業庁が担当する） 

13. 「林業育成者権保護行政法執行規則」を実施し、育成者権侵害行為の厳格

な摘発を継続し、市場秩序の粛正、適正化を図り、公平、公正な市場競争

環境を創出し、法により農業従事者、育成者権の合法的な権益を保護する。

（省林業庁が担当する） 

14. 樹木、種苗に対する行政法執行、品質サンプリング検査業務の実施を継続

し、樹木、種苗の製造販売業者に対する厳格な管理監督を行い、監督検査、

定期サンプリングを着実に強化し、種苗取引が集中する地域を重点的に検

査し、偽物・粗悪品を充填する、偽物を本物に見せかける、証明書やラベ

ルを付さずに販売する等の違法行為を厳格に摘発する。（省林業庁が担当す

る） 

15. 渉外知的財産事件への対応の経験を総括し、重大な渉外知的財産事件への

対応を適正に行う。「国外企業知的財産ガイドライン（試行)」の周知、研

修を強化し、海外投資の知的財産リスクを防止する。（省商務庁が先頭に立

ち、各関連組織・機関が協力する） 

16. 無形文化遺産の知的財産に関する周知を強化し、無形文化遺産プロジェク

トの所有者の関連知識水準及び自己防衛意識を高め、無形文化遺産プロジ

ェクトの知的財産の積極的な出願合理的な開発・利用を誘導、奨励、支援

し、無形文化遺産の知的財産権保護を強化する。（省文化庁が担当する） 

17. 商標の偽造に係る権利侵害事件に関する情報の法による公示業務を着実



かつ適正に行い、悪意ある商標権侵害等の違法な信用失墜行為に関する情

報を社会信用記録に組み入れ、商標保護に関する信用の管理監督を実施す

る。（省工商局が担当する） 

18. 知的財産に関する行政法執行と司法保護の連携の仕組みを整備し、権利侵

害の犯罪の嫌疑がかかった事件の移送を強化し、司法、行政、民間調停、

仲裁等の多元的な紛争解決の仕組みを構築する。（省工商局、新聞出版広電

局（版権局）、司法庁、知識産権局等の各関連部門が担当する） 

19. 法執行キャンペーンを実施し、重点市場、重点製品、重点事件に対する調

査・処分を強化し、知的財産に関する重大及び代表的な事件の調査・処分

に注力する。（省工商局、新聞出版広電局（版権局）、知識産権局等の各関

連部門が担当する） 

20. 新業態、新分野のイノベーション成果の知的財産権保護を強化し、インタ

ーネット、電子商取引、ビッグデータ等の分野の知的財産権保護ルールの

研究及び事件処理に対する指導を強化し、情報追跡、データ分析を強化し、

電子商取引分野の知的財産権保護に向けた長期的な仕組み構築を検討する。

（省工商局、新聞出版広電局（版権局）、知識産権局等の各関連部門が担当

する） 

21. 業界団体の自主的な知的財産権保護業務を推進し、業界団体による適正な

自主規制制度の構築、自主的な知的財産権保護に向けた長期的な仕組みの

構築を支援する。（省工商局、新聞出版広電局（版権局）、知識産権局が担

当する） 

22. 地理的表示の法執行・検査監督業務の協調体制を強化し、法執行と検査監

督を強化し、地理的表示の立法進度を推進し、保護業務強化の政策、措置

を研究、制定し、省人民代表大会による率先した「広東省地理的表示製品

保護条例」の制定を推進する。（省質量技術監督局が先頭に立ち、省農業庁、

工商局が協力する） 

23. 国有企業、民営上場企業に重点を置き、企業ソフトウェア正規版化業務を

推進する。汎用ソフトウェア以外に、デザイン、データベース、サーバー、

フォント、レイアウト、ホテルマネジメント等のソフトウェア正規版化業



務を強化する。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

24. ソフトウェア正規版化を足がかりとし、コンピュータープリインストール

ソフトウェア、ソフトウェア市場に対する日常の管理監督を強化し、コン

ピューターソフトウェア権侵害・海賊行為の摘発を活動の重点とし、企業

の海賊版ソフトウェア使用事件の調査・処分を強化する。（省新聞出版広電

局（版権局）が担当する） 

25. サイバー（モバイル）文化市場、文化娯楽市場、パフォーマンス市場、出

版物市場、放送映像市場等の重点分野において、狙いを定めた取締キャン

ペーン活動を手配し、音楽、映画・テレビ、アニメ、ゲーム、出版物等の

分野における権利侵害行為を摘発し、サイバー（モバイル）文化市場の知

的財産権保護と知的財産権侵害事件の調査・処分を強化し、サイバー文化

市場の知的財産権保護に向けた法執行協力の仕組みを構築する。（省新聞出

版広電局（版権局）が先頭に立ち、省文化庁、公安庁が協力する） 

26. サイバー、出版物、娯楽パフォーマンス、印刷、放送映像等の文化市場に

おける権利侵害行為の性質が重大で、社会に広く影響が及ぶ大規模で重大

な事件を厳格に調査し、速やかに法により刑事立件基準に達した事件を移

送する。重大事件をめぐる水平的、垂直的な協調を重視し、検査・処理の

促進、情報のフィードバックを強化し、法、規則による円滑な調査・処分

を保障する。（省新聞出版広電局（版権局）が先頭に立ち、省文化庁、公安

庁が協力する） 

27. キャンペーンを実施し、インターネット分野における侵害、詐称の違法行

為の摘発を強化する。ネットワークサービスにかかわる権利侵害の問題に

ついて、分類管理、クイックレスポンスを実施し、モバイルアプリケーシ

ョンサービス（APP)、クラウドオンラインストレージ空間、微博（Weibo）、

微信（Wechat）等の新型のコミュニケーション方式を管理監督の範囲に組

み入れ、長期的な業務の仕組みを整備する。（省知識産権局が先頭に立ち、

各関連組織・機関が協力する） 

28. 展示会を対象とした知的財産権保護業務を強力に推進し、力を結集して、

重要な展示会の出展企業、出展品の管理及び審査を強化し、知的財産権の



侵害事象を着実に減らす。（省知識産権局が先頭に立ち、省商務庁が協力す

る） 

29. 業界団体等の組織・機関が、企業の海外出展時における知的財産渉外対応

業務の実施を支援し、出展品の知的財産権保護状況の審査を適切に行うと

ともに、迅速なサービスを提供し、知的財産紛争の解決に協力し、企業の

知的財産権保護への意識と渉外対応能力を高める。（省知識産権局が先頭に

立ち、各関連組織・機関が協力する） 

30. 全省の知的財産権保護責任制を確立、実施する。重点産業、重点市場を対

象とした知的財産権保護の仕組みと重点企業を対象とした知的財産権保護

の迅速対応制度を構築する。（省知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機

関が協力する） 

31. 知的財産権保護援助の仕組みの構築、整備を加速し、ハイテク産業開発区、

専業鎮（特別都市――訳注）等の重点産業クラスターにおける知的財産権

保護の仕組み構築を支持し、省知的財産権快速保護センターを育成、建設

し、陶磁器、切削具、ジュエリー等の業界を対象とした国家知的財産権快

速保護センターの建設承認を目指し、業界間、地域間の専利権の迅速な付

与、確認、保護サービス体系を構築する。（省知識産権局が担当する） 

32. 専利法執行体制・仕組みを革新し、法執行手続きを整備、適正化し、全省

の専利行政法執行の監督、指導を強化し、県・区の専利法執行能力向上の

推進に力を入れる。（省知識産権局が担当する） 

33. 法執行をめぐる協力と連動を強化し、地域間の法執行協力業務の仕組みの

構築を推進し、重点分野における共同法執行を強化し、専利行政法執行の

性能を高める。（省知識産権局が担当する） 

34. 零細企業の知的財産権保護業務を強化し、専利集約型の主導産業を対象と

し、知的財産権保護に関する特別研修、マッチングサービスを実施し、零

細企業の知的財産権保護の意識及び能力向上を図る。（省知識産権局が担当

する） 

35. 専門市場の専利保護の仕組みを構築、整備し、専門市場を対象とした知的

財産権法執行の管理監督を強化し、専門市場知的財産権保護モデル事業を



実施し、市場執行者による知的財産内部管理制度の整備を指導し、業界団

体、商業団体による専門市場の知的財産権保護業務への積極的な参加を推

進し、政府部門、市場執行者、経営者、業界・商業団体の協力・連動の仕

組みを構築する。（省知識産権局が担当する） 

36. 国家知識産権局専利再審委員会との協力を強化する。巡回審理庭全ネット

ワーク管理システムを構築し、迅速な受理の仕組み、権利の迅速な確認の

仕組みの構築を検討し、専利保護の強度、効率を高める。（省知識産権局が

担当する） 

37. クレーム通報、監督、抜き打ち調査、日常の管理監督、事件の調査・処理

等のデータ分析を強化し、行政・刑事の連携を強化し、「違法行為一掃キャ

ンペーン」を実施し、食品・医薬品の違法・犯罪行為を厳しく摘発する。（省

食品薬品監督管理局が担当する） 

38. 広東省全体の重点輸出入権侵害商品及び重点通関地に対するリスク分析

を強化し、省内税関への指導、協調を図り、輸出入商品、特に模倣医薬品、

食品、自動車部品、携帯電話、アパレル・雑貨等の重点商品に対する管理

監督を強化する。（税関総署広東分署が担当する） 

39. 協力の仕組みを構築し、速達便を利用した知的財産権侵害物品の輸出入に

よる権利侵害・違法活動を抑止する。（税関総署広東分署が先頭に立ち、省

工商局、知識産権局が協力する） 

40. 広州知識産権法院に対する業務指導と監督を強化し、知識産権法院の改革

経験を速やかに総括し、知的財産の司法体制、仕組み、理論の革新を推進

する。（省法院が担当する） 

41. 「司法証拠制度の整備による知的財産権侵害損害の『賠償難』の解決を引

き続き模索し、「賠償難」のモデル法院の業務の成果を総括し、「知的財産

侵害による賠償額確定に関する広東省高級人民法院の事件処理手引き」等

の関連文書を修正、改善し、全省の法院において全面的に実施する。（省法

院が担当する） 

42. 知的財産裁判体制及び業務の仕組みの刷新を推進し、知的財産裁判の基礎

を打ち固め、知的財産裁判の力量の分布を整え、「スリー・イン・ワン」（知



財に関わる民事、行政、刑事事件を知識産権審判廷が一元的に審理する方

式――訳注）改革モデル事業、基層法院の地域間集中管轄及び自由貿易区

法院の管轄権申請等の業務を推進し、知的財産事件管轄法院の分布をより

一層最適化する。（省法院が担当する） 

43. 知的財産に関する民事、行政不服申立てを適切に処理し、確実に実行可能

な対立紛争処理の方式を模索し、知的財産に関する紛争事件の法による公

正な処理を促進する。（省法院、検察院が担当する） 

44. 全省の「行政法執行と刑事司法の連携」業務の仕組み、情報共有プラット

フォームを整備し、法による行政、公正な司法をより一層促進する。（省検

察院が先頭に立ち、省公安庁、監察庁、法制弁公室等の各関連部門が協力

する） 

45. 知的財産に関する行政処罰事件に対する届出審査を強化し、犯罪の嫌疑が

ある場合は速やかに公安機関への移送の意見を提出するとともに、事件の

立件捜査、法による裁判等の監督業務を適切に行う。（省検察院が先頭に立

ち、省公安庁、監察庁、法制弁公室等の各関連部門が協力する） 

46. 逮捕状発行、起訴の職能を十分に履行し、法により知的財産権侵害罪活動

を厳格に摘発する。事前介入、捜査・証拠調査の導入を積極的に行い、出

廷・公訴業務を強化し、違法所得の追徴、犯罪手段の接収、侵害製品の破

棄の適用、法による罰金刑適用の強化等を推奨することで、経済面から犯

罪者の再犯能力、条件を剥奪する。（省検察院が担当する） 

（三）知的財産創出水準を向上させる。 

47. 技術革新プラットフォームの構築を推進し、引き続き一群の国家工程実験

室、工程研究センター、企業技術センター及び国家地方連合イノベーショ

ンプラットフォームの整備に対する国の支持取得を目指し、戦略的新興産

業の発展要件を満たすイノベーションプラットフォーム体系をより一層整

備する。（省発展改革委員会が担当する） 

48. 中国科学院と広東省による国家重大科学技術インフラの主導メカニズム

の共同構築をより一層改善し、東莞市の破砕中性子源プロジェクト実施の

推進を加速し、恵州市の加速器駆動核変換システム、恵州市の大強度重イ



オン加速器の 2 つのプロジェクトのフィージビリティースタディに向けた

準備業務に積極的に協力し、珠江デルタ国家大科学センター建設の意向協

定のさらなる推進を図る。（省発展改革委員会、科学技術庁が担当する） 

49. 「科学技術イノベーションの加速に関する広東省人民政府の若干の政策意

見」（粤府〔2015〕1 号）及び一連の関連実施細則を実施し、イノベーショ

ンチェーンを網羅する「1＋N」政策体系の構築に注力する。（省科技庁が担

当する） 

50. 珠江デルタ、深セン国家自主イノベーションモデル地区の設置を推進する。

「1+1+7>9」（広州市、深セン市が珠江デルタ 9 市の自主イノベーションを

先導する体制――訳注） の協同発展効果の実現を推進し、広東省科学技

術革新重大イノベーションプラットフォーム体系の整備を加速する。（省科

技庁が担当する） 

51. 発光ディスプレイ材料、リプロダクティブヘルス、スーパーコンピュータ

ー、ニュートリノ実験、核破砕中性子源、ゲノムライブラリー、スマート

製造等の重点的なイノベーション分野において計画・構想を推し進め、若

干の国家重点実験室のグループ、国家工程センターのグループ等を重点育

成対象として選び、国家実験室の設立を計画し、世界一流水準の重要なイ

ノベーションプラットフォームを構築する。（省科技庁が担当する） 

52. 広東省農業科学技術イノベーションアライアンスの構築を推進し、広東省

現代農業産業技術体系イノベーションチームと広東省現代農業重要基盤技

術革新チームを設立し、重要基盤技術で進展を実現し、生物飼育、スマー

ト農業等の分野で重要な成果の実現を目指す。（省農業庁が担当する） 

53. 重点産業の商標の創出と活用を推進する。商標の企業ブランディング、産

業構造の転換・高度化の役割を発揮し、重点産業における商標の発展、保

護を積極的に支援し、大衆による起業、万人によるイノベーションに寄与

する。（省工商局が担当する） 

54. 農業ブランド、地理的表示・地域団体商標及び証明商標の支援を推進し、

一定の知名度があり、条件が成熟した地理的表示商標の支援に重点を置き、

広東省の優位産業、特色産業のブランド化水準を高める。（省工商局が先頭



に立ち、農業庁が協力する） 

55. 「著作権事業興し」プロジェクトを推進し、2016年に 10～15 か所の「著

作権事業興しモデル基地」を評定し、若干の「著作権経済けん引産業パー

ク」を建設する。地方の特色ある著作権産業の発展の誘導、支援を重視し、

国家著作権モデル都市、モデル組織・機関、産業パーク（基地)を積極的に

建設する。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

56. 著作物ブランドを全力で育成し、民族の特色を備え、時代の特徴を反映す

る優れた作品の創作を支援し、10～12 件の「最も価値のある著作物」を評

定する。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

57. 知的財産の処置、収益の仕組みを改革し、職務発明に関する知的成果の権

益の帰属、褒賞・報酬の仕組み、知的財産の実用化サービスの仕組みを構

築、整備する。（省知識産権局が担当する） 

58. 知的財産倍増計画を実行し、省市の専利出願の資金援助、奨励政策を整え、

各市の規模以上工業企業（年商 2,000 万元以上の工業系企業）の「専利件

数ゼロ」の現状を段階的に打破する。（省知識産権局が担当する） 

59. 専利出願手続きをより一層適正化し、有効な措置を講じて、悪意ある無償

の出願見なし取下げ、専利出願の無償見なし放棄、不適正な専利出願を抑

止する。（省知識産権局が担当する） 

60. 専利の電子出願業務の推進を強化し、電子出願に対する政策支援を強化す

る。（省知識産権局が担当する） 

61．専利出願促進業務の志向を強化し、専利出願の質と便益を重視し、専利出

願に対する資金援助政策の実施状況調査を実施し、新たな資金援助規則の

制定について検討する。（省知識産権局が担当する） 

（四）知的財産の運用・実用化を強化する。 

62. 戦略的新興産業ベンチャーキャピタル計画の実施を加速し、新世代ディス

プレイ、4G、モバイルインターネット、次世代インターネット、タンパク

質性バイオ医薬品と高度医療診断設備、現代中医薬、新エネルギー自動車、

スマート製造機器、北斗衛星の応用、モノのインターネット（IOT）、クラ

ウドコンピューティングの応用等の重点分野をめぐり、地域の重大実用化



プロジェクトを導入、育成、整備する。（省発展改革委員会が担当する） 

63. 高等教育機関の知的成果の実用化・応用を促進する政策措置を制定し、高

等教育機関における相応の評価審査、奨励の仕組みの構築を推進し、高等

教育機関の教員による知的成果の実用化・応用実施の積極性を引き出す。

（省教育庁が先頭に立ち、各関連組織・機関が担当する） 

64. PR・周知プラットフォームを積極的に構築し、各界に向けて広東省の高等

教育機関の知的成果をアピールし、協力の機会を積極的に求め、高等教育

機関の専利成果の実用化・応用を推進する。（省教育庁が担当する） 

65. 計算・通信統合チップ、モバイルインターネット基盤技術及び機器等 9

件の分野の重大科学技術特別プロジェクトの推進を徹底し、重点分野の科

学技術の難問の解決と、技術成果に関する専利の布石と実用化を強化する。

（省科技庁が担当する） 

66. テクノロジー企業インキュベーターの整備を加速する。珠江デルタの国家

自主イノベーションモデル地区、ハイテク産業開発区、専業鎮、大学サイ

エンスパーク、産学官連携モデル基地、新型研究開発機構等の受け皿を拠

点として、テクノロジー企業インキュベーター倍増行動計画の実施を徹底

する。（省科技庁が担当する） 

67. 新型イノベーション・起業媒体の整備を大々的に支持し、テクノロジー投

資型クラウドファンディングプラットフォームの整備のさらなる推進を図

り、ハッカースペースを大幅に拡大し、東莞、佛山等の都市での「インタ

ーネット＋イノベーション・起業」、モデルプロジェクトを推進し、新型イ

ノベーション・起業を促進し、経済成長の新たな原動力を育成する。（省科

技庁が担当する） 

68. 農業科学技術イノベーションと成果の実用化・応用を加速し、農業の専利、

育成者権、商標、地理的表示、遺伝資源、伝統的知識等の農業にかかわる

知的財産の新型農業経営主体への連携をより一層強化し、農業生産に役立

て、農業の効率向上、農業従事者の収入増加を導く。（省農業庁が担当する） 

69. 自主的知的財産権を有する林木・草花の新品種の育成を引き続き推進し、

林業における育成者権等の知的財産の実用化・応用を積極的に支持し、林



業の知的財産の実用化を促進する。（省林業庁が担当する） 

70. 知的財産の発展を奨励し、対外貿易企業の主な貿易相手国（地域）におけ

る知的財産の出願、登録、購入の誘導を支援し、地域ブランドを発展させ

る。（省商務庁が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

71. 知的財産イノベーション企業の渉外展示会への参加を支持し、自主的知識

財産権と自主ブランド製品の輸出を奨励し、国際市場を開拓し、知的財産

の商品化を推進し、輸出商品構造を最適化する。（省商務庁が先頭に立ち、

各関連組織・機関が担当する） 

72. 全省イノベーション主導型発展大会の趣旨を徹底して実行し、科学技術イ

ノベーションプロジェクト（企業）モデル事業を実施し、省属の科学技術

イノベーションインキュベーターの整備を模索し、省属企業の自社革新能

力を高める。（省国有資産監督管理委員会が担当する） 

73. 著作権要素市場化改革を積極的に推進し、著作権貿易を強力に推進する。

広東省南方文化産権交易所及び広州市越秀区国家版権貿易基地における著

作権貿易のより踏み込んだ実施を指導し、広州市、深セン市等の中心都市

による取引、評価、質権設定、投資、融資等の機能を統合した総合著作権

取引プラットフォームの構築を支持し、オフライン及びオンラインの著作

権貿易業務を促進し、作品の著作権登記成果の幅広い運用を促進し、国際

的な著作権貿易の発展を促進する。（省新聞出版広電局（版権局）が担当す

る） 

74. 作品の分類研究を組織的に実施し、著作物の運用、著作権貿易及び著作権

保護業務のステップアップを推進する。（省新聞出版広電局（版権局）が担

当する） 

75. 新興産業、重点産業における専利アライアンスの構築を推進する。「広東

省産業知的財産アライアンスモデル育成プロジェクト」の実施を推進し、

専利アライアンスの適正化、高度化を推進する。広東省専利アライアンス

の成長を促進する政策措置の制定を模索する。（省知識産権局が担当する） 

76. 専利サイトナビゲーション分析の実施を徹底し、専利サイトナビゲーショ

ンモデル事業を実施し、国家及び広東省専利サイトナビゲーション産業発



展実験区の整備を推進し、重点地域、重点産業について、専利サイトナビ

ゲーション分析を組織的に実施し、専利サイトナビゲーション産業発展の

画期的なモデル、仕組みを模索する。戦略的新興産業・専利情報資源開発

利用計画プロジェクトの実施を推進し、産業のイノベーション主導型発展

を誘導する。（省知識産権局が担当する） 

77. 知的財産の起業、インキュベーション、実用化基地の発展を推進し、広東

省専利技術起業インキュベーターを育成、整備する。第 2 回広東省南部知

的財産イノベーション・起業大会を開催する。戦略的新興産業、未来産業

及び重点民生産業等の分野において、優れた中核技術の専利プロジェクト

及び専利技術の起業モデルプロジェクトを選んで支援し、専利技術の実用

化を促進する。（省知識産権局が担当する） 

78. 知的財産の軍民融合に向けた高度な戦略的パートナーシップの構築を検

討し、広東省での国防専利に関する展示会・見本市の開催を目指し、広東

省における質の高い国防専利の実用化を推進する。（省知識産権局が担当す

る） 

79. 全省の知的財産運営体系の整備の推進を加速し、知的財産運営サービス横

琴（エリア）プラットフォーム、広州知的財産取引センターの整備を推進

し、知的財産運営センターを試験的に設立し、省内の知的財産運営機構の

発展を支援し、広東省粤科国聯等の知的財産投資運営基金の設立及びその

適正な運営を推進する。広東省知的財産（中山市の照明器具）運営センタ

ー、広東省の知的財産イノベーション活用（順徳区)試験区の設置を支援す

る。（省知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

80. 専利集約型産業を育成、発展させ、広東省知的財産（専利）集約型産業ク

ラスター区の育成プロジェクトを実施し、専利集約型産業イノベーション

主導型発展を推進する。ハイテク産業開発区での国家知的財産モデルモデ

ル産業パークの創設を推進し、専業鎮の知的財産総合サービス体系の整備

を強化する。（省知識産権局が担当する） 

81. 広東省知的財産金融サービス促進計画を組織的に実施する。知的財産の質

権設定、投融資、専利保険のモデル事業を推進し、政策支持体系を整備し、



総合サービスプラットフォームを整え、知的財産投融資プロジェクトのマ

ッチング業務の取り組みを推進し、知的財産の質権融資の支援、リスク補

償の仕組みを構築し、知的財産金融業務の大規模化、常態化を促進する。（省

知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

82. 専利保険会社の設立を検討し、知的財産取引保険、執行保険、権利侵害保

険、専利代理人職業保険等の新たな保険業務を実施する。（省知識産権局が

担当する） 

（五）知的財産管理能力を高める。 

83. 広東省の高等教育機関の知的財産に関する科学技術成果の実用化、技術契

約等の管理規則の改正を指導し、知的財産管理業務を適正化し、教員と学

生の専利成果の実用化に対する積極性を高める。（省教育庁が先頭に立ち、

各関連組織・機関が協力する） 

84. 広東省の高等教育機関の知的財産管理者向けの各種の知的財産関連研修

を実施し、知的財産の管理能力を高める。（省教育庁が担当する） 

85. クラウドイノベーション、クラウドソーシング、クラウドサポーティング、

クラウドファンディング等の新業態の発展を促進する知的財産権保護、奨

励政策措置を研究し、制定する。（省知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・

機関が協力する） 

86. 医療高地構築行動計画を実施し、6大医療技術イノベーションプラットフ

ォームを構築し、完全な自主的知識財産権を有するオリジナルの研究成果

の産出を目指すとともに、イノベーション成果の実用化、利用及び合理的

な共有を積極的に促進する。（省衛生計画生育委員会が担当する） 

87. イノベーション主導戦略の実行を追跡する長期的な仕組みを構築し、省に

属す企業の科学技術イノベーション業務を省に属す国有企業改革推進に向

けた重要な業務計画に組み込み、リストに組み入れられた科学技術イノベ

ーションプロジェクトに対する資金支援、産学官用（企業・大学・研究機

関・実用化）の協力強化、科学技術イノベーションプラットフォームの共

同構築、科学技術イノベーションの考査の仕組み整備等の業務をより適正

に行う。（省国有資産監督管理委員会が先頭に立ち、省科技庁が協力する） 



88. 調査研究を組織的に実施し、「商標ブランディングサービス『一帯一路』

及びイノベーション主導型発展戦略の推進に関する実施指針」の制定を検

討し、省政府に承認を申請し、広東省の商標・ブランド発展を制約する重

点分野と重要段階において進展を実現し、政策面で財政支援を得て、商標

ブランドの発展に好ましい政策の方向性を打ち立てる。（省工商局が担当す

る） 

89. 企業・政府系事業組織による国際規格、国家規格、業界規格、地方規格の

制定・改正への参画を奨励、支援し、専利・規格の実用化、保護を強化し、

知的財産優位産業の規格体系を整備する。専利技術と技術規格を融合させ

た新たな仕組み、方式を検討し、科学技術イノベーションと技術規格の同

時発展を推進する。（省質量技術監督局が先頭に立ち、省知識産権局が協力

する） 

90. 規格アライアンスを育成、発展させ、広東省の企業・政府系事業組織によ

る専利－規格の二重アライアンスの共同構築を推進し、自主専利、自主規

格を有する協同イノベーション成果物を政府購入の対象に組み入れること

を推奨する。（省質量技術監督局が先頭に立ち、省知識産権局、科学技術庁

が協力する） 

91. 督促検査と責任追及を強化する。正規版ソフトウェア責任者のデータベー

スを足がかりとし、省、市、県級政府機関による正規版ソフトウェア使用

の業務に対する監督・指導、抜き打ち調査、全省のソフトウェア正規版化

監督名簿に記載された国有企業、民営上場企業、測量、機械設計、観光ホ

テル等による正規版ソフトウェア使用業務に重点を置いた監督・指導、抜

き打ち調査を強化する。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

92. 広東省著作権総合指数体系の研究を実施し、著作権指数を広東省の経済社

会発展を評価する重要な参考指標とし、省政府の業績考査体系に組み入れ

るよう努め、著作権のイノベーション価値、経済価値、文化価値、技術的

価値を包括的に反映させる。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

93. 行政承認審査、後続の管理監督を強化し、省、市、県、郷鎮の 4級の事中・

事後の管理監督の職能を明確にし、業務の重心を事中・事後の管理監督に



着実に転換し、事中・事後の管理監督の規格、体系、制度、仕組みの構築

の強化を推進する。（省食品薬品監督管理局が担当する） 

94. 審査・評価・承認制度の改革を掘り下げ、「広東省医薬品・医療機器審査・

評価・承認制度改革業務推進案」を実施し、医薬品・医療機器審査・評価・

承認制度改革を包括的に推進し、食品・医薬品の審査・評価・認証体制、

仕組みの改革・イノベーションを推進する。（省食品薬品監督管理局が担当

する） 

95.四品一械（医薬品、食料品、健康食品、化粧品、医療機器）のネットワー

ク化に対する管理監督業務を包括的に推進し、管理監督台帳を作成し、ネ

ットワーク化の管理監督の統合基礎情報データベースを作成する。医薬品

の電子管理監督システムの統合、高度化をより一層推進し、医薬品の登録、

査察・法執行、医薬品検査、不良反応のモニタリング及び審査・評価・検

査等の多部門が連動した仕組みを構築する。（省食品薬品監督管理局が担当

する） 

96. 「高等教育機関知的財産管理規範」のモデル事業を推進し、「規格遵守」

のモデル校の円滑な検収通過を保証する。（省知識産権局が先頭に立ち、省

教育庁が協力する） 

97. 重大な経済及び科学技術業務の知的財産評定の仕組み構築の推進を加速

し、省政府レベルでの「広東省重大経済及び科学技術活動に対する知的財

産審査及び評定暫定規則」の公布を目指し、広東省の重大な経済・科学技

術業務に関する知的財産分析・評定モデル事業を推進し、知的財産分析・

評定サービスのモデル機構を育成する。（省知識産権局が担当する） 

98. 国家規格「企業知的財産管理規範」の実施徹底の普及促進を加速し、ハイ

テク企業、大型中核企業、国有企業等が知的財産管理水準を向上するよう

誘導する。（省知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

99. 企業の知的財産管理規格の指導制度を構築する。企業が自主イノベーショ

ン、開放・協力、知的財産導入等のさまざまな手段を通じて、市場競争力

のある知的財産ポートフォリオを形成する。（省知識産権局が先頭に立ち、

各関連組織・機関が協力する） 



100. 一群の知的財産モデル企業の支援を継続し、国の知的財産の優位企業、

モデル企業の推奨・育成業務を実施する。条件が整った大学、研究機関に

よる知的財産のモデル組織・機関の設立を支援し、全省の大学及び研究機

関の知的財産管理水準、運用能力の向上を促進する。（省知識産権局が先頭

に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

101. 専利代理業界の事中、事後の管理監督を強化し、専利代理業界の健全で

適正な発展を促進する。専利代理機構の年次報告公示制度を実施し、専利

代理機構が要求に従って年次報告業務を遂行するよう指導する。（省知識産

権局が担当する） 

102. 全省の法院の知的財産裁判業務の協調、指導及び監督を強化し、各種の

監督指導の仕組みの整備に力を入れ、力強い監督、的確な指導、科学的か

つ合理的な業務の構図を形成する。（省法院が担当する） 

（六）知的財産サービス体系を整備する。 

103. 特別講座及び研修を適時企画し、全省の知的財産分野の弁護士による企

業の知的財産規格遵守に向けたコンサルティングサービスの実施を推進す

る。（省司法庁が担当する） 

104. 農業科学技術イノベーションと成果の実用化に関する公共サービスプラ

ットフォームを推進し、良種の普及促進、農業資本の供給、農業技術の指

導、農業機械サービス、病虫の一括対策等において、農業にかかわる専利、

商標、著作権を優先的に使用し、統合的農業科学技術サービス体系の構築

に力を入れる。（省農業庁が担当する） 

105. 商標のブランディングの経済成長に対する寄与率の研究に取り組み、商

標ブランドと企業競争、産業の高度化、地域発展の内在的法則の研究を強

化し、広東省のイノベーション主導型発展と経済の構造転換・高度化を後

押しする。（省工商局が担当する） 

106. 工商総局の広東省における商標登録出先機関の設備に向けた準備業務の

推進を強化し、広東省において華南地区さらには汎珠江デルタ及び香港・

マカオ地域の商標登録及び運用の指導プラットフォームを構築し、広東省

の商標地域センターとしての機能を確立し、商標登録に関する利便サービ



スを提供する。（省工商局が担当する） 

107. 全省の地級市以上の市の工商及び市場監督管理部門に商標サービス権利

保護援助センターの構築の加速を指導し、商標集約型のリーディングカン

パニーによる国内外での商標の登録、保護、運用を積極的に支持、協力し、

技術、規格、ブランド、品質、サービスを中心とする対外経済の新たな優

位性を育てる。（省工商局が担当する） 

108. 知的財産サービス機構に対する支援をより一層強化し、適正な市場活動

の手続き及び取引行為に関する政策体系の構築を模索し、知的財産サービ

ス業の重大プロジェクトの構築を推進する。（省工商局、新聞出版広電局（版

権局）、知識産権局が担当する） 

109. 作品の著作権登記業務を適正に実施する。各地に作品の著作権登記資源

の開拓、開発に継続して努めるよう指導し、作品の著作権登記業務に対す

る管理監督、指導を強化する。渉外著作権契約登記、著作権専用権契約届

出及び著作権譲渡契約届出の業務をより一層適正化し、推進する。（省新聞

出版広電局（版権局）が担当する） 

110. 著作権シンクタンクの構築を強化し、各地の著作権産業の発展に向け、

意思決定コンサルティングサービス、構想策定サービス及び特別調査研究

サービスを提供する。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

111. 著作権基層ワークステーションの整備を指導し、通年計画として 3～5

か所の著作権基層ワークステーションを新設する。（省新聞出版広電局（版

権局）が担当する） 

112. 著作権登記サービスを適正に実施し、著作権登記サービスプラットフォ

ームの機能をより一層改善し、著作権登記の情報化サービスの水準を高め

る。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

113. 著作権関連の社会サービス分野を開拓し、著作権仲介機構設置を推進し、

著作権協会、著作権保護センターの役割を存分に発揮し、業界団体及び市

場主体による、著作権自主規制組織及び著作権保護機構の設立を推進する。

（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

114. 広東省著作権クラウドプラットフォームプロジェクトの構築に着手する。



「情報化、ビッグデータ、著作権クラウド」をめぐり、「広東省著作権クラ

ウドプラットフォーム」の建設に力を入れ、著作権登記と取引、著作権保

護と運用、著作権管理とサービスを統合した総合プラットフォームを段階

的に実現する。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

115. 著作権代理、著作権保護等の仲介機構の改革モデル事業に取り組み、「著

作権代理、著作権保護等の仲介機構の発展に向けたモデル事業案」、「著作

権代理、著作権保護等の仲介機構の発展に向けた実施案」を制定し、比較

的条件が整った地級市を選んでモデル事業を実施し、著作権代理、著作権

保護仲介機構の構築を推進する。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

116. 「広東省知的財産サービス業発展モデル省創設構想（2013～2020 年)」

に基づいて、広東省 2016 年知的財産サービス業発展年次計画を制定する。

（省知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

117. 省知的財産サービス業クラスターセンターの設置を加速し、1～2の国家

及び省の知的財産サービス業クラスター発展試験区を支援する。（省知識産

権局が担当する） 

118. 知的財産サービスの地級市キャンペーンを継続して実施し、知的財産サ

ービス機構と重点産業の企業の相互連携プラットフォームを構築する。（省

知識産権局が担当する） 

119. 専利代理業界の業務執行に対する管理監督の強化を継続し、代理機構及

び代理人の情報照会システムを整備し、専利代理機構サービス企業の能力

及び水準を高める。（省知識産権局が担当する） 

120. 「百千マッチング事業」（専利代理機構 100社と企業 1,000社のマッチン

グ――訳注）のさらなる推進を図り、地級市政府の行政部門に現地の実情

を踏まえたマッチング業務実施を指導し、マッチング事業の有効な方式の

模索を継続する。（省知識産権局が担当する） 

121. 「インターネット＋知的財産」計画を実施し、専利のビッグデータを基

礎とし、知的財産ビッグデータ応用プラットフォームを構築し、重点産業

の専利データベースの構築を加速する。中小零細企業向けに、専利情報の

プッシュ通知サービスを実施する。（省知識産権局が担当する） 



122. 広東省知的財産総合サービスプラットフォーム構築の実施を模索し、広

東省のハイテク産業開発区及びインキュベーター知的財産総合サービス体

系構築を実施する。（省知識産権局が担当する） 

123. 広東省専利出願情報分析システムをより一層改善し、専利統計データの

高度な開発と利用を強化し、専利出願業務を組み合わせて、ケーススタデ

ィを実施し、地域専利評価指標体系の構築を模索する。（省知識産権局が担

当する） 

124. 意匠出願前置サービスモデル事業を実施し、広東省の重点産業の専利権

を迅速に付与するためのコンサルティング、検索、分析等のサービスを提

供する。（省知識産権局が担当する） 

125. 公共サービス方式を刷新し、専利手続代行の職能を拡張し、専利出願優

先審査請求受理、大量の専利出願（又は専利）に関する法的状況に関する

証明書請求受理及び証明書交付、専利出願文書の閲覧・複製請求受理及び

文書発行、優先権に関する文書の請求受理及び文書交付、個人オンライン

銀行とパブリックアカウントのオンライン決済時の遠隔地領収書発送業務

等のモデル事業を推進する。（省知識産権局が担当する） 

126. 香港・マカオ税関との宣伝交流面の協力を強化し、中国大陸、香港、マ

カオの輸出入業者と知的財産の所有者のために必要なコンサルティングそ

の他税関サービスを提供する。（税関総署広東分署が担当する） 

127. ハイテク企業密集地域又は業界団体において、知的財産権保護の検察連

絡所を設立し、法律宣伝の実施、苦情や不服申立ての受理、企業の知的財

産権保護に向けた便利サービス提供を検討する。（省検察院が担当する） 

（七）知的財産人材チーム及び文化構築の強化を図る。 

128. 知的財産人材育成と知的財産に関する正規教育を強化し、高等教育機関

に知的財産関連の学科・専攻設置の強化を指導し、プログラム設置及び育

成案の改善を行い、高度な知的財産専門人材の育成に力を入れる。（省教育

庁が担当する） 

129. 広東省の弁護士による知的財産の典型事例の収集・選出業務を適正に実

施し、事例報告会を開催し、事例集を編集し、複数の経路から広東省の弁



護士の実務の成果、業務水準を一般にアピールし、広東省の知的財産関連

の弁護士の地位と影響力を高める。（省司法庁が担当する） 

130. 第 4 回広東省知的財産法律サービスフォーラム及び知的財産運営シンポ

ジウムを開催し、企業、省外、国外、香港・マカオ・台湾地域の弁護士と

の交流を拡大し、知的財産関連法律サービスの普及と学習を促進する。（省

司法庁が担当する） 

131. 知的財産関連専門技術資格の評価体系を構築し、全省規模で知的財産関

連の専門役職評価業務を実施する。（省人力資源社会保障庁が先頭に立ち、

省工商局、新聞出版広電局（版権局）、知識産権局が協力する） 

132. 農業に関する知的財産政策・法制度の周知、普及を強化し、育成者権、

農業関連の専利、農産品地理的表示等、農業分野の知的財産のより一層の

周知・普及推進を図る。（省農業庁が担当する） 

133. 著作権専門知識の普及を強化し、特別周知、テーマ別周知を実施し、著

作権の機関、工場、学校、住宅地への周知を推進し、著作権保護を重視す

る社会の雰囲気を醸成する。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

134. 知的財産人材育成体系を整備し、知的財産人材の育成と導入を加速し、

広州市における知的財産専門職大学院の設立を支持する。（省知識産権局が

担当する） 

135. 中小零細企業知的財産研修基地、高度知的財産人材育成基地の建設を加

速する。（省知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

136. 専利エンジニアの調査研究を実施し、実施計画を制定し、専利エンジニ

アプログラム研修を開設し、企業が今すぐにでも必要とする知的財産人才

を育成する。（省知識産権局が担当する) 

137. 社会化された知的財産研修機構の拡大を奨励し、市場化された商品とし

ての知的財産研修を開発し、知的財産研修の内容を充実化する。（省知識産

権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

138. 知的財産担当教員の育成、人材関連業務の情報化を強化し、知的財産の

オンライン学習プラットフォームを開発する。（省知識産権局が先頭に立ち、

各関連組織・機関が協力する） 



139. 多様な形式での法執行研修を企画、実施し、第一線の税関職員の知的財

産権法執行意識及び法執行に対する積極性を高め、税関職員の法執行能力

を強化する。省内の税関間の知的財産業務における法執行経験の交流を強

化し、均衡のとれた業務の発展を推進する。（税関総署広東分署が担当する） 

140. 宣伝を強化し、税関による知的財産権保護の法執行の成果を十分にアピ

ールし、公衆に向けた法知識、法遵守の周知を強化し、知的財産権保護へ

の意識向上を図り、権利侵害を自ら阻止できるようにする。（税関総署広東

分署が担当する） 

141. 全省の知的財産裁判の人材育成と人材備蓄を強化し、チーム全体の司法

水準と能力を効果的に高める。（省法院が担当する） 

142. 司法の公開を全面的に推進し、「広東省知的財産司法保護白書」、「広東省

法院における知的財産司法保護 10大事件」を公布し、計画的かつ段階を踏

んで通年の司法周知活動を実施する。全省の法院の周知の価値のある重点

業務と重大でセンシティブな事件情報を総括、整理した上で一般に公開し、

知的財産の司法保護のための法治環境を醸成し、社会全体で知的財産を尊

重する意識を高める。（省法院が担当する） 

143. 最高人民法院の知的財産司法保護・市場価値研究（広東）基地の力を借

りて、深セン中級法院、広州天河法院、深セン大学の 3 つの全国基地の役

割を調和させて発揮し、全省の知的財産裁判の理論研究の新たな発展を促

進する。（省法院が担当する） 

144. 知的財産をめぐる法曹界と法学界の交流を強化し、法曹界、高等教育機

関、研究機関等の部門とが一致協力する仕組み、プラットフォームを構築

し、実践の成果の理論的昇華を推進する。（省法院が先頭に立ち、省教育庁

が協力する） 

145. 検察開放デーの開催、宣伝用ハンドブックの編集・発送、典型的事件の

法廷傍聴等の活動、方式を通じて、検察機関の知的財産権保護に関する職

能、地位、役割を紹介し、検察機関の知的財産権保護業務に対する社会の

認知度を高める。（省検察院が担当する） 

（八）知的財産の交流・協力を推進する。 



146. 汎珠江デルタ、広東省・香港・マカオの商標をめぐる法執行協力の仕組

みを整備し、地域内の商標保護の協力体制を形成する。広東省・香港・マ

カオの商標法執行及び事件協力処理の仕組みを改善し、広東省・マカオの

商標法執行協力の仕組みを構築し、汎珠江デルタ地域の商標法執行協力を

推進する。（省工商局が担当する） 

147. 広東省・香港の両地の著作権保護情報資源の共有及び意思疎通・協力を

推進し、情報の使用効率を高め、広東省・香港の両地の越境海賊版活動の

共同取締りのための情報支援を行う。（省新聞出版広電局（版権局）が担当

する） 

148. 著作権産業の企業、貿易機構及び業界団体の間の交流、シンポジウム活

動を実施し、広東省・香港の両地の著作権産業における企業の著作権保護

協力及び著作権貿易発展のための新たな手段を踏み込んで研究し、広東

省・香港の著作権産業における企業の交流・協力と共同発展を推進する。（省

新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

149. 引き続き香港税関、香港特許庁と共同で、広東省・香港の中学生・高校

生向けの著作権に関する知識及び著作権保護に関する交流活動を企画、実

施する。（省新聞出版広電局（版権局）が担当する） 

150.「一帯一路」（シルクロード経済帯と 21 世紀海上シルクロード――訳注）

沿線国及び地域の知的財産分野における協力の仕組み構築を模索し、深い

レベル、広い分野及び協力体制モデルの構築を図る。（省知識産権局が先頭

に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

151. 国際知的財産制度巡回講演、国際知的財産ハイレベルフォーラム等の対

外協力のブランドを持続的に立ち上げる。（省知識産権局が担当する） 

152. 「海外進出」を積極的に模索し、スペシャリストが重点貿易パートナー

国又は地域に赴き、広東省の知的財産事業の成果についての講演を実施す

ることを目指す。（省知識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力す

る） 

153. 広東省・香港・マカオの知的財産協力交流を強化し、広東省・香港の知

的財産権保護協力第 15 回会議及び広東省・香港知的財産作業グループ第 3



回会議を開催し、知的財産の保護、活用、保護、研修等の分野において協

力プロジェクトの推進を継続し、協力内容を深める。（省知識産権局が先頭

に立ち、省公安庁、商務庁、工商局、新聞出版広電局（版権局），税関総署

広東分署が協力する） 

154. 海外における知的財産権保護を実施し、知的財産の渉外対応及び援助の

仕組みを構築し、海外における知的財産権保護の仕組み構築を加速し、企

業の海外における知的財産に関する紛争に必要な資金援助を行い、企業に

知的財産に関する情報提供や法律等のサービスを提供する。（省知識産権局

が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

155. 重点産業、重点企業による海外での知的財産権保護アライアンスの設立

を支援し、企業の海外における知的財産の布石及び保護を指導する。（省知

識産権局が先頭に立ち、各関連組織・機関が協力する） 

156. 広東省の重点輸出商品を対象として専利の早期警報分析計画を継続して

実行し、知的財産権集約型商品の輸出を支援する。（省知識産権局が担当す

る） 

157. 広東省・香港・マカオの知的財産権保護協力の仕組みを改善し、三地域

の税関の情報協力を強化し、リスクの分析、抜き取り検査、検査・調査の

プロセスにおいて権利侵害事件情報を有効に利用する。（税関総署広東分署

が担当する） 

（九）知的財産戦略綱要の実施と監督を強化する。 

158. 各地は、現地における事業の実情をしっかりと踏まえ、自地域の知的財

産戦略実施の上位計画及びトップダウン設計を適正に実施し、年次戦略実

施業務計画を検討し、制定するとともに、実施の徹底に努め、確実に各種

任務を円滑に遂行し、実効性を得なければならない。 

159. 各地は、知的財産業務の重要性に対する認識をより一層高め、知的財産

業務を着実に強化し、指導者責任制及び業務責任制を整備し、実施しなけ

ればならない。知的財産業務に対する経費投入を強化し、地域の知的財産

業務の発展のために確実な資金保障を提供しなければならない。 

160. 省知識産権局は、本実施案の実施について統括、協調及び指導の責任を



負い、本実施案に掲げられた各種業務の進展状況、実施効果について評価、

監督及び指導を行う。各地級市以上の市人民政府は、自地域の実施案の遂

行状況について評価、監督及び指導の責任を負う。 
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